
児童館等の一般使用について 

 

 

児童館、児童センター（以下「児童館等」といいます。）は主に児童のための施設ですが、公

共施設の有効利用のため、児童が利用しない時間に限って地域の方に施設を開放しています。 

また、近年は子育て支援の拠点施設として位置づけられており、育児サークル等の優先利用に

ついてご理解くださるようお願いします。 

 

１ 使用方法 

(1) 使用したい団体は、「使用申込書」（目的外使用の場合は「使用許可申請書」）に必要事 

項を記入して児童館等（児童厚生員）に申し込みしてください。 

・個人での使用は出来ません。 

・未成年者の場合は指導者・保護者等と一緒に使用してください。 

・申込の受付は、１か月前からです。 

※特定の団体が年間を通じて曜日・時間を固定する使用を避け、各団体が平等に使用でき

るようにするためです。 

(2) 児童館等で使用目的等を確認して、鍵をお渡しします。 

※「使用許可申請書」で申請の場合は、担当課で審査後「使用許可書」を交付します。 

(3) 使用後は、使用した備品等を片づけて、必ず元の場所に戻してください。 

団体の使用責任者は、戸締まり、清掃（ゴミは持ち帰り）、火の後始末などを点検し、 

「使用報告欄」に記入して、鍵と一緒に児童館等に返却してください。 

 

２ 使用できる場合（地域住民の使用） 

(1) 児童の健全育成活動 

ＰＴＡ、主任児童委員、児童館のボランティア組織等の会合 

(2) 子ども会等の集団活動 

子育てサークル・子ども会等の子どもの集団活動、子ども祭り実行委員会等の会合 

(3) 地域活動 

町内会、敬老会、婦人会等の会合、地域住民の文化・スポーツのサ－クル活動 

※サ－クル活動の使用許可は公民館利用と同じです。地域住民で組織するサ－クルが少額

の会費を集め活動し、講師謝金を払う程度のものは利用可能です。 

 

●上記以外に市が認めて使用できる場合 

・公職選挙法に基づく個人演説会、政党演説会、投票所 

・公共工事の住民説明会など 

 

 



３ 使用できない場合 

(1) 興業その他営利を目的とする集会等 

・講師が受講者を募り、参加費・月謝等を徴収し開催する講座・講習会等 

（代表者を別にし実態として同様であるものも含む） 

・個人の利益を目的とする講演会等 

・販売や営業を目的とした展示会・企業説明会等 

・その他上記に類する活動を行うもの 

(2) 人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるとき（騒音等） 

(3) 飲食を目的とする会合等 

(4) その他管理上支障があると認められるとき 

 

４ 以下のような問題があった場合は、以後の使用をご遠慮いただくことがあります。 

(1) 使用の実態が、上記の「使用できない場合」であった場合 

(2) 児童館等の施設や備品等を破損した場合 

(3) ケンカや傷害等を起こした場合 

(4) 無断使用した場合や使用できる時間を超えて使用した場合 

(5) 戸締まり・電気・暖房器具等の消し忘れがあった場合 

(6) 喫煙が認められた場合 

(7) 後片づけが悪い場合 

５ その他注意事項 

(1) 児童館内のほか、敷地内も禁煙です。 

(2) 飲食目的には使用できません。飲食物は、会議等に伴う常識的範囲（お茶等の飲み物や茶

菓子等）としてください。 

(3) 児童館等の施設や物品を破損・汚したときは、速やかに報告してください。損害を弁償し

ていただく場合があります。 

(4) 平日、土曜日の午後６時３０分前からの使用（準備も含む）はできません。 

 

使用できる時間 

・平日(月～金曜日)   午前８時～１２時、午後６時３０分～９時 

※準備も午後６時３０分から 

・土曜日、学校長期休み等             午後６時３０分～９時 

※準備も午後６時３０分から 

・日曜、祝日      午前８時～午後９時 

使用できない日 

・年末年始（１２月２９日～１月３日）  ・秋田市が臨時に設ける日 

 ※上記時間内でも学校授業時間等に合わせて使用できない場合があります。 


